
女性が働きやすい職場環境づくりに資する施設の整備に要する経費

・ 女性専用施設 （トイレ、更衣室、シャワー室、休憩室等）

・ 安全確保施設 （監視カメラ、街灯等） 他

（詳しくはホームページの要綱を参照してください。）

補助対象

対象経費の ２／３以内 （交付額の上限 ２００万円、下限 ５０万円 ）

※ 対象経費が７５万円未満の場合は、対象となりません。

補助率・交付額

中小企業における女性の就労環境を整備するため、女性が働きやすい
職場環境整備等のモデル的な取組に要する経費に補助金を交付します。

＜申請受付期間＞
令和 6年 7月 29日(月） 13時～ 11月 29日（金） 17時
県ホームページを経由し、電子申請サービスにて申請してください。

（添付ファイルは合計１００ＭＢまで。 郵送、持参、又は代理による申請は不可）
・補助金は先着順（受理通知順）のため予算（1,000万円）が無くなり次第終了します。
・申請受付期間より前に、県ホームページから様式をダウンロードし、あらかじめ申請書類を作成することが
可能です。

・電子申請が受付されただけでは、申請は完了しません。県が受付順に申請内容を審査し、申請に不備が
ない場合、県から受理通知メールを送付します。受理通知メールが届いた時点で申請完了となります。
・補助対象外の申請内容や、書類不備があった場合は受理できませんので、県から差戻しメールを送付しま
す。その場合、再申請してください。
・申請受付時点で予算上限に達していた場合、受理できません。その場合、県からメール等で連絡します。
・申請後一週間を過ぎても、受理通知メールや上記連絡がない場合はご連絡ください。

＜実施期間＞
・補助事業は令和7年1月31日までに完了する必要があります。
・県の交付決定日以降に着手してください。

＜対象事業所＞
・ 県内に事業所等を有する中小企業者であること 等

裏面もご確認ください。

電子申請が受付され
ただけでは、申請は
完了しません！
県から受理通知メー
ルが届いた時点で申
請が完了します。
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＜お問い合わせ先＞
〒700-8570 岡山市北区内山下２－４－６
岡山県産業労働部労働雇用政策課労働調整班
TEL 086-226-7386 FAX 086-226-7869
申請に必要な様式や電子申請はこちらのページに掲載しています。
URL https://www.pref.okayama.jp/page/915162.html

施設等の整備補助金の申請

１．申込（電子申請）

３．申込書類審査

４．受理通知メール

＜申請完了＞

７．補助金支払い

※不備があれば
差戻し・修正

２．申込完了

イ．交付決定通知日
以降に着手
（改修工事の契約など）

ア．施設等の整備の検討

ウ．整備完了
（令和７年１月31日まで）６．事業完了報告

申請の流れ
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申請受付期間より前に、
県ホームページから様式
をダウンロードし、あら
かじめ申請書類を作成す
ることが可能です！
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５．交付決定通知
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ホームページはコチラ


